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京都市会事務局
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

TEL：075-222-3697
FAX：075-222-3713

お問い合わせ

本会議場で
直接傍聴できます
KBS京都TVで同時中継

本会議の代表質問で実施

インターネット議会中継

http://www.city.kyoto.jp/shikai/

本会議（全日程）で生中継と録画放映を実施

5月17日㊍に
本会議で代表質問！

５月市会 5.14●月▶5.28●月

午前10時開始 京都市役所本庁舎２階市会議場

常任委員会の新年度メンバーが決まり
新たなスタート！

市会開会中、委員会を開催！ 閉会中も積極的に開催！
（日程、メンバー構成はホームページで）

市会改革推進委員会も頑張ってます！

またきち
（市会マスコットキャラクター）



市会の活動 紹介します！ ～委員会活動～

　常設の委員会で、条例などの議案や請願・陳情の審査などを行うとともに、それぞれの委員会が担当する市の事務に
関する調査などを行っています。
　京都市会では、以下の５つの委員会を設置しています。

　常任委員会は、定例会の開かれていない閉会中でも、月に２回程度委員会を開き、請願や付議事件の審査のほか、
市政の報告を聴いたり、施設等の調査・視察を行ったりしています。
　常任委員会については、モニターテレビによる放映を行っており、市役所本庁舎２階の市会モニター視聴室で御覧
いただくことができます。（※）

　市会には、年４回（原則として２、５、９、11（12）月）、定期的に開かれる「定例会」と必
要に応じて開かれる「臨時会」があり、決められた一定の期間（「会期」といいます。）
中に本会議や委員会を開いて、議案や請願などの審議・審査を行います。
　さらに、閉会中でも、委員会の活動を積極的に行っています。
　ここでは、どんな委員会があるか、またどんな活動をしているかを御紹介します。

常任委員会

　議会機能の充実・強化及び「開かれた市会」のより一層の推進を図るべく、議員による協議・調
整の場として平成23年５月30日に設置された委員会で、市会改革に向けた様々な議論を精力的に
行っています。
　平成24年３月末までの間に、計12回の委員会が開催され、協議した結果、
　①所属議員が４人以下の会派の代表質疑・質問の実施
　②本会議の代表質疑・質問において傍聴者への質問項目一覧の配布
　③ホームページにおける委員会審査内容の事前公表　などの取組が実現しました。
　また、京都市会の基本理念を検討するため、平成24年２月16日に、市会改革推進委員会の中に
基本理念検討グループを設置し、同年３月、中間報告書の取りまとめ作業を行いました。引き続き
検討を進めていきます。

市会改革推進委員会

※　常任委員会のモニター視聴を希望される場合は、委員会が始まる1時間前から市役所本庁舎2階の市会受付にて先着順で視聴券をお渡ししています。
　　（日程は、京都市会ホームページで確認できます。）

 委員会 　　　　　　　　　　担当する事務

 経済総務委員会 財政、税、防災・危機管理、市政の総合計画、国際交流、商工業、観光、農林業など

 くらし環境委員会 地球温暖化対策、環境、ごみ・リサイクル、文化、スポーツ、地域振興など

 教育福祉委員会 福祉、社会保険、保健衛生、教育など

 まちづくり委員会 都市計画、住宅、道路、公園、河川など

 交通水道消防委員会 消防、市バス、地下鉄、水道、下水道など

常任委員会以外にも、こんな委員会があります。

　特定の問題を審査・調査するため、必要に応じて設けられ、その問題の審査・調査が終了すると
閉じます。予算・決算の審査についても、特別委員会を設置して審査を行います。

　市会の運営や会議規則、議長の諮問などに関することについて協議を行います。また、市会運営
委員の中から選任された理事による会議（理事会）で委員会の代行をすることもあります。

特別委員会

市会運営委員会

開会中も閉会中も
やってるよ！




